
園不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効

―

「暴
走
す
る
」
？
抵
当
権
―

田

中

克

志

Ｉ
　
は
じ
め
に

抵
当
権
を
中
核
と
す
る
わ
が
国
の
担
保
制
度
は
、
貸
倒
れ
と
い
う
玲
珈
機
関
に
と
っ
て
個
々
の
貸
出
に
係
わ
る
最
大
の
信
用
リ
ス
ク
に
対
し

て
債
権
の
保
全
機
能
を
果
た
す
こ
と
と
併
せ
、
有
担
保
原
則

（主
義
（判
げ
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
全
金
融
機
関
、
す
な
わ
ち
金
融
シ
ス
テ
ム
全

体
の
安
定
性
維
持
に
資
す
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。

と
は
い
え
、
担
保
権
♪
島
ヽ
と
も
安
全
に
債
権
の
保
全
機
能
を
果
た
す
の
は
、
前
者
の
場
合
、
す
な
わ
ち
個
別
の
貸
出
の
個
別
な
理
由
に
基

づ算

の場〈‥

鷲

鋤としては
言

一理

羹

釉

慶

無
殺
叫

と
同
様
、
そ
の
流
動
性
と
価
格
の
安
定
性
等
を
考
慮
し
、
そ
の
評
価
額

貸
倒
れ
に
さ
い
し
て
は
、
不
動
産
自
体
の
需
給
関
係
は
変
化
し
て
い
な
い
の
で
、
抵
当
権
者
は
、
そ
れ
を
流
動
化

（換
価
）
す
る
こ
と
に
よ
り

債
権
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」？
抵
当
権
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



法
政
研
究
六
巻
三
・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一

他
方
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
性
が
期
待
さ
れ
る
の
は
、
経
済
全
体
に
共
通
の
原
因
な
ど
に
よ
る
貸
倒
れ
が
発
生
し
た
場
合
で
あ
る
。
し
か

し
、
担
保
権
に
よ
る
債
権
保
全
機
能
は
、
却

っ
て
制
約
さ
れ
た
も
の
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
抵
当
権
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
不
動
産
は
流

動
性
が
乏
し
い
う
え
（ぃ

、）
不
動
産
の
需
給
関
係
自
体
が
変
化
し
て
、
そ
れ
が
予
想
し
て
い
た
価
格
で
流
動
化

（換
価
）
で
き
ず
、
債
権
の
回
収

に
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
“

一
九
九
〇
年
代
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
に
よ
り
、
担
保
不
動
産
の
価
格
が
大
幅
に
下
落
す
る
と
と
も
に
膨
大
な
不
良
債
権
が
生
み
出
さ
れ
、

わ
が
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
は
、
混
乱
に
陥
り
、
そ
の
後
遺
症
の
後
始
末
に
な
お
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
不
動
産
市
場
の
低
迷
の
な
か
、
執

行
回
避
や
執
行
妨
害
行
為
が
頻
発
し
た
こ
と
も
あ
り
、
抵
当
権
の
効
力
を
め
ぐ
る
問
題
が
噴
出
し
、
他
方
、
抵
当
権
の
機
能
、
す
な
わ
ち
債
権

保
全
機
能
の
不
全
が
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（６
Ｙ

民
法
二
九
五
条
所
定
の
短
期
賃
貸
借
保
護
の
制
度
は
、
「
抵
当
不
動
産
の
利
用
が
実
際
上
円
滑
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
的
」
と
す
る
も
の
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
れ
が
形
式
的
に
要
件
を
充
足
せ
じ
め
る
こ
と
に
よ
り
、
も

っ
と
も
典
型
的
な
不
動
産
執
行
の

妨
害
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
抵
当
能
当
の
側
は
こ
の
短
期
賃
貸
借
の
濫
用
に
対
し
種
々
の
対
抗
手
段
を
講
じ
て
き
た
が
、

そ
の

一
つ
が
同
法
但
書
の
規
定
す
る
解
除
請
求
訴
訟
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
抵
当
権
者
が
、
短
期
賃
貸
借
に
基
づ
い
て
抵
当
不
動
産
を
占
有
す
る
者
に
対
し
、
占
有
権
原
を
喪
失
さ
せ
、
抵
当
権
に
基
づ
く
妨

害
排
除
請
求
と
し
て
か
、
抵
当
権
設
定
者
の
妨
害
排
除
請
求
権
の
代
位
行
使
と
し
て
か
の
法
的
構
成
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
明
渡
し
を
求
め

る
こ
と
を
狙

っ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
。ヽ

‥

し
か
し
、
平
成
二
年
二
月
二
二
日
の
最
高
裁
第
二
小
判
決

（民
集
四
五
巻
三
号
二
六
八
頁
。
以
下
、
最
高
裁
平
成
二
年
判
決
と
す
る
。
）
は
、

短
期
賃
貸
借
の
解
除
は
抵
当
権
者
に
対
し
賃
借
人
の
占
有
を
排
除
し
得
る
権
原
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
、
抵
当
権
者
に
よ
る
明

渡
請
求
は
、
右
の
い
ず
れ
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
否
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
年
後
の
平
成

一
一
年

一
一
月
二
四
日
、
最
高
裁
大

法
廷
は
、
最
高
裁
平
成
二
年
判
決
を
変
更
し
、
抵
当
不
動
産
を
不
法
に
占
有
す
る
者
に
対
す
る
明
渡
請
求
を
認
め
る
判
決

（民
集
五
三
巻
八
号



一
八
九
九
頁
。
以
下
、
最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法
廷
判
決
と
す
る
。
）
を
下
し
た
。

こ
の
大
法
廷
判
決
の
登
場
に
よ
り
、
抵
当
権
者
は
、
根
深
い
病
巣
を
も

つ
執
行
妨
害
に
対
す
る
、
有
効
な
対
処
策
を
得
る
こ
と
に
な

っ
パ

、）

と
も
い
わ
れ
た
。
し
か
し
、
と
く
に
抵
当
権
者
に
対
す
る
直
接
の
明
渡
請
求
を
も
容
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
が
強
く
説
か
れ

る
も
の
の
、
抵
当
権
の
非
占
有
担
保
と
し
て
の
性
質
か
ら
、
は
た
し
て
理
論
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
疑
間
の
余
地
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

賃
料
債
権
に
対
す
る
抵
当
権
の
独
占
的
優
位
性
を
認
め
る
最
高
裁
の
馴
捌
法
理
の
展
（鷹
ざ
併
せ
考
え
る
と
、
「
暴
走
す
る（『
抵
当
権
と
い
わ

な
い
ま
で
も
、
そ
の
効
力
の
強
化

・
拡
大
は
、
不
良
債
権
処
理
と
い
う
政
策
が
ら
み
の
な
か
で
、
際
だ

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法
廷
判
決
の
法
理
を
最
高
裁
平
成
二
年
判
決
と
比
較
し

つ
つ
、
担
保

・

執
行
法
制
の
見
直
し
が
法
制
審
議
会
に
お
い
て
審
議
さ
れ
る
と
い
う
大
法
廷
判
決
後
の
状
況
を
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

注

（１
）
社
債
発
行
、
コ
ー
ル
市
場
、
貸
出
市
場
に
お
け
る
有
担
保
原
則

（主
義
）
は
、　
一
九
二
七

（昭
和
三
）
年
の
金
融
恐
慌
の
経
験
に
基
づ
い
て
生
ま
れ

た
、
わ
が
国
独
自
の
取
引
慣
行
で
あ
る

（日
本
銀
行
金
融
研
究
所

『
〈新
版
〉
わ
が
国
の
金
融
制
度
』

一
九
八
六
年
、
五
八
頁
以
下
、
五
二
九
頁
）。
も
っ

と
も
、
こ
の
原
則
は
、
漸
次
緩
和
さ
れ
て
き
て
お
り

（同
書
六
八
頁
）、
社
債
発
行
市
場
で
は
無
担
保
社
債
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、
コ
ー
ル
市
場

に
お
い
て
も
無
担
保
取
引
が
大
部
分
を
占
め
る
に
至

っ
て
い
る

（鹿
野
嘉
昭

『
日
本
の
金
融
制
度
』
二
〇
〇

一
年
、
三
七
頁
）。

（２
）
清
水
啓
典

『
日
本
の
金
融
と
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
』

一
九
九
七
年
、
八
四
頁
以
下
。

（３
）
担
保
の
適
格
性
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
項
目
と
し
て
、
他
に
、
法
律
上
の
規
制
、
客
観
的
な
評
価
可
能
性
、
管
理
の
容
易
性
な
ど
で
あ
る

（峰
崎
二
郎

「担
保
取
得
と
そ
の
実
務
上
の
留
意
点
」
林
良
平

・
加
藤

一
郎
編
著

『担
保
法
大
系
　
第
１
巻
』

一
九
八
四
年
、　
一
一
七
頁
。

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」
？
抵
当
権
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
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（４
）
掛
目
を
か
け
る
の
は
、
担
保
評
価
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
更
地
は
六
〇
～
七
〇
％
、
宅
地
付
建
物
は
五
〇

～
七
〇
％
等
で
あ
る

（峰
崎

上
削
掲
論
文

一
四

一
頁
以
下
）。

（５
）
そ
れ
は
、
不
動
産
は
、
船
舶

・
動
産
等
と
同
じ
く
、
競
売
手
続
に
よ
っ
て
処
分
す
る
も
の
で
、
そ
の
手
続
に
時
間
が
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

同
じ
不
動
産
で
も
、
更
地
や
都
心
部
の
物
件
は
処
分
し
易
い
が
、
賃
借
権
の
設
定
さ
れ
た
土
地

・
建
物
や
遠
隔
地
の
物
件
は
処
分
し
に
く
い

（峰
崎

・

前
掲
論
文

一
二
五
頁
）。

（６
）
我
妻
栄

『新
訂
担
保
物
権
法
』

一
九
六
八
年
、
三
四
〇
頁
。

（７
）
他
の
対
抗
手
段
で
あ
る
併
用
賃
借
権
に
つ
い
て
も
、
最
高
裁
平
成
元
年
六
月
五
日
第
二
小
判
決

（民
集
四
三
巻
六
号
二
五
五
頁
）
は
、
対
抗
要
件
を

具
備
し
た
後
順
位
の
短
期
賃
貸
借
を
排
除
す
る
効
力
を
否
定
し
た
。

（８
）

〈新
春
座
談
会
〉

「抵
当
権
者
に
よ
る
明
渡
請
求
」

へ
の
編
集
部
コ
メ
ン
ト

（銀
行
法
務
２‐
五
七

一
号

（二
〇
〇
〇
年
）
四
頁
）。

（９
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
拙
稿

「抵
当
不
動
産
の
賃
料
債
権
と
抵
当
権
の
効
力
」
石
田
喜
久
夫
先
生
古
稀
記
念

『
民
法
学
の
課
題
と
展
望
』
二
〇

〇
〇
年
、
四
四
三
頁
以
下
、
「賃
料
債
権
に
対
す
る
抵
当
権
者
の
物
上
代
位
を
め
ぐ
る
判
例
理
論
の
検
討
」
法
時
七
四
巻
二
号

（二
〇
〇
二
年
）
七
八
頁

以
下
。

（
１０
）
故
本
間
重
紀
教
授
が
ご
著
書
、
『
暴
走
す
る
資
本
主
義
』
貧

九
九
八
年
）
に
て
、
そ
の
在
り
様
を
厳
し
く
批
判
さ
れ
た

「規
制
緩
和
」
は
、
金
融
の

領
域
で
は
、
金
融
の
自
由
化
、
ビ
ッ
ク
バ
ン
と
し
て
展
開
し
つ
つ
あ
る
。
も

っ
と
も
、
深
刻
な
不
良
債
権
問
題
が
そ
の
金
融
シ
ス
テ
ム
の
変
貌
と
と
も

に
発
生
し
た
が
、
根
本
に
は
、　
一
九
八
〇
年
代
後
半
の
野
放
図
か
つ
投
機
的
な
不
動
産
関
連
融
資
が
あ
る
こ
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
と
は
、
も
は
や

「抵
当
権
の
効
力
」
問
題
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
の
基
本
的
な
認
識
で
あ
る
。

（ｎ
）
担
保

・
執
行
法
制
の
見
直
し
は
、　
一
九
九
九
年
二
月
二
六
日
に
内
閣
総
理
大
臣
に
答
申
さ
れ
た
経
済
戦
略
会
議

「
日
本
経
済
再
生
へ
の
戦
略
」、
二
〇

〇
〇
年

一
二
月

一
二
日
に
公
表
さ
れ
た
行
政
改
革
推
進
本
部
規
制
改
革
委
員
会
の

「規
制
改
革
に
つ
い
て
の
見
解
」
、
同
年

一
二
月

一
日
に
閣
議
決
定
さ

れ
た

「経
済
構
造
の
変
革
と
創
造
の
た
め
の
行
動
計
画
」
、
さ
ら
に
、
二
〇
〇

一
年
六
月

一
二
日
に
内
閣
総
理
大
臣
に
答
申
さ
れ
た
司
法
制
度
改
革
審
議



会
の
意
見
書
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
経
済
構
造
改
革
に
関
連
す
る
基
本
法
整
備
の
な
か
の
重
要
項
目
の

一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

Ⅱ
　

最
高
裁
法
理
の
大
転
換

一　

最
高
裁
平
成
二
年
判
決

短
期
賃
貸
借
が
抵
当
権
者
に
損
害
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
民
法
二
九
五
条
但
書
の
規
定
に
よ
り
解
除
さ
れ
る
と
、
糧
叱

・
通
説
に
よ
れ
ば
、

賃
貸
借
関
係
は
、
終
了
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
賃
借
人

（さ
ら
に
は
転
借
人
。
以
下
、
賃
借
人
等
）
が
抵
当
不
動
産
の
占
有
権
原
を
失

っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
占
有
を
継
続
す
る
場
合
、
抵
当
権
者
は
、
短
期
賃
貸
借
の
解
除
の
効
力
と
し
て
、
そ
の
占
有
を
排
除
し
得
る
か
が
問
題
と
な

Ｚυ
。最

高
裁
平
成
二
年
判
決
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
直
接
の
争
点
に
な

っ
た
が
、
こ
れ
を
否
定
し
、
「
短
期
賃
貸
借
の
解
除
の
効
力
は
、
解
除

判
決
に
よ

っ
て
、
以
後
、
賃
借
人
等
の
抵
当
不
動
産
の
占
有
権
原
を
抵
当
権
者
に
対
す
る
関
係
の
み
な
ら
ず
、
設
定
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い

て
も
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
条
た
だ
し
書
の
趣
旨
は
、
右
に
と
ど
ま
り
、
更
に
進
ん
で
、
抵
当
不
動
産
の
占
有
関
係
に
つ
い
て
干
渉

す
る
権
原
を
有
し
な
い
抵
当
権
者
に
対
し
、
賃
借
人
等
の
占
有
を
排
除
し
得
る
権
原
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
「
抵
当
権
は
、
設
定
者
が
占
有
を
移
さ
な
い
で
債
権
の
担
保
に
供
し
た
不
動
産
に
つ
き
、
他
の
債
権
者
に
優
先
し
て
自

己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る
担
保
権
で
あ

っ
て
抵
当
不
動
産
を
占
有
す
る
権
原
を
包
含
す
る
も
の
で
は
な
く
、
抵
当
不
動
産
の
占
有
は
そ
の
所

有
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
抵
当
権
の
非
占
有
担
保
の
性
質
に
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
の
占
有
者
が
自
ら
占
有
し
又
は

第
二
者
に
賃
貸
す
る
な
ど
し
て
抵
当
不
動
産
を
占
有
し
て
い
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
第
二
者
が
何
ら
権
原
な
く
し
て
抵
当
不
動
産
を
占
有
し
て

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」
？
抵
当
権
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一五
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い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
抵
当
権
者
は
、
抵
当
不
動
産
の
占
有
関
係
に
つ
い
て
干
渉
し
得
る
余
地
は
な
い
の
で
あ

っ
て
、
第
二
者
が
抵
当
不
動

産
を
権
原
に
よ
り
占
有
し
又
は
不
法
に
占
有
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
抵
当
権
が
侵
害
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、
短
期
賃
貸
借
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
要
件
か
ら
も
根
拠
付
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
短
期
賃
貸
借
の
解
除
は
、

「
そ
の
短
期
賃
貸
借
の
内
容

（賃
料
の
額
又
は
前
払
い
の
有
無
、
敷
金
又
は
保
証
金
の
有
無
、
そ
の
額
等
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
抵
当
権
者
に
損

害
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
短
期
賃
貸
借
に
基
づ
く
抵
当
不
動
産
の
占
有
そ
れ
自
体
が
抵
当
不
動
産
の
担
保

価
値
を
減
少
さ
せ
、
抵
当
権
者
に
損
害
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
」
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
「
抵
当
不
動
産
の
不

法
占
有
者
に
対
し
、
抵
当
権
者
に
そ
の
占
有
を
排
除
し
得
る
権
原
が
付
与
さ
れ
な
く
て
も
、
そ
の
抵
当
権
の
実
行
の
場
合
の
不
動
産
の
買
受
人

が
、
民
事
執
行
法
八
三
条

（
一
八
八
条
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
る
引
渡
命
令
又
は
訴
え
に
よ
る
判
決
に
基
づ
き
、
そ
の
占

有
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
結
局
抵
当
不
動
産
の
担
保
価
値
の
保
存
、
し
た
が

っ
て
抵
当
権
者
の
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
」

こ
と
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
最
高
裁
平
成
二
年
判
決
は
、
「
従
来
の
通
説

・
判
例
に
沿
は
」２
）抵

当
権
の
占
有
排
除
効
を
否
定
し
た
と
い
え
る
。

も

っ
と
も
、
昭
和
五
〇
年
頃
か
ら
の
下
級
審
裁
判
例
で
は
、
占
有
排
除
効
に
関
し
、
そ
の
法
的
構
成
に
つ
い
て
、
代
位
請
求
か
、
物
上
請
求

か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
肯
定
説
が
増
え
て
き
て
い
た
。
最
高
裁
平
成
二
年
判
決
の
第

一
審

（大
阪
地
判
昭
和
六
三

・
八

・
九
判
夕
六
九
二

号

一
二
五
頁
）
及
び
原
審
判
決

（大
阪
高
判
平
成
元

・
三

・
二
九
判
夕
七
〇
三
号

一
六
四
頁
）
と
も
に
、
代
位
請
求
に
よ
る
明
渡
請
求
を
認
容

し
て
い
る
。
他
方
、
学
説
に
お
い
て
も
、
我
妻
説
に
代
表
さ
れ
る
見
解
に
対
し
て
は
、
こ
れ
が
価
値
権
ド
グ

マ
、
抵
当
権
ド
ク
マ
と
し
て
、
強

い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
。
「
か
か
る
理
論
は
、
抵
当
権
の
機
能
の
本
質
か
ら
導
か
れ
た
ド
グ

マ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
抵
当

権
が
、
他
の
物
権
と
異
な
り
、
価
値
権
支
配
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
抵
当
権
が
満
足
を
受
け
う
る
限
り
、
目
的
物
の
用
益
に
つ
い
て
は
干
渉

し
え
な
い
、
と
い
う
ド
グ

マ
で
あ
る
」
。
「
抵
当
権
は
価
値
権
を
本
質
と
す
る
と
い
え
ど
も
、
物
権
で
あ
る
以
上

一
碇
わ
物
的
支
配
を
行

っ
て
」

お
り
、
「
抵
当
権
実
行
後
の
不
法
占
拠
者
に
対
し
て
妨
害
排
除
請
求
を
認
め
る
こ
と
に
理
論
的
な
難
は
存
し
な
い
」
と
。



ま
た
、
「
抵
当
権
は
利
用
価
値
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
担
保
価
値
の
み
を
把
握
す

（
る

よ
い
う
理
解
自
体
、
必
ず
し
も
普
遍
的
で
は
な
く
、
固
有

の
要
因
に
よ
り
特
異
な
発
展
を
み
た
ド
イ
ツ
抵
当
法
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
た
。

れ
無
罪
一馨
蒙
礼
讐
響疑
誠
襲
粍
鋪
膚
騨
蒻
誕
蜆
梢罐

み
「ら動はいい時姉嘲岬物」】判轍颯̈
蹴動制には］時懇嘲』力ゝ堅喘一設経の中心は実体法から執行手続きへと移り、平成八

討
却呼河え一牌
電
岬
聾
“獄獅
靖
「『Ｌ一「一呉
鏃
気
物
価
聾
鶉
幕
巌鍼
力ヽすつる」脚［鼎

は一却薇】いずれ型崚｛勧資い」̈
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二
　
最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法
廷
判
決

そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
平
成

一
一
年

一
一
月
二
四
日
、
最
高
裁
大
法
廷

（民
集
五
三
巻
八
号

一
八
九
九
頁
）
は
、
改
正
前
の
民
事
執
行

法
下
の
事
案
で
あ
る
が
、
第
二
者
が
抵
当
不
動
産
を
不
法
に
占
有
す
る
場
合
、
抵
当
権
に
対
す
る
侵
害
と
評
価
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
認

め
、
そ
の
場
合
、
そ
の
占
有
排
除
を
、
抵
当
権
者
が
所
有
者
の
不
法
占
有
者
に
対
す
る
妨
害
排
除
請
求
権
の
代
位
行
使
と
し
て
、
ま
た
傍
論
な

が
ら
、
抵
当
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
に
よ
り
、
認
め
、
以
上
と
抵
触
す
る
限
度
に
お
い
て
前
掲
最
高
裁
平
成
三
年
判
決
を
変
更
す
る
な
ど
、

注
目
す
べ
き
判
決
を
下
し
た
。

こ
の
最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法
廷
判
決
は
、
最
高
裁
平
成
二
年
判
決
と
同
様
に
、
抵
当
権
が
非
占
有
担
保
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」？
抵
当
権
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一七
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も
、
「
抵
当
権
者
は
、
原
則
と
し
て
、
抵
当
不
動
産

の
所
有
者
が
行
う
抵
当
不
動
産

の
使
用
又
は
収
益

に

つ
い
て
干
渉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
し
、
使
用

・
収
益

の
在
り
方

に
よ

っ
て
は
、

こ
れ
が
抵
当
権
侵
害
と
な
る
例
外
が
存
在
す
る
余
地
を
残
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
第
二
者
が
抵

当
不
動
産
を
不
法
占
有
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
競
売
手
続

の
進
行
が
害
さ
れ
適
正
な
価
額
よ
り
も
売
却
価
額
が
下
落
す
る
恐
れ
が
あ
る
な
ど
、

抵
当
不
動
産

の
交
換
価
値

の
実
現
が
妨
げ
ら
れ
抵
当
権
者

の
優
先
弁
済
請
求
権

の
行
使
が
困
難
と
な
る
よ
う
な
状
態
が
あ
る
と
き
は
、

こ
れ
が

抵
当
権

に
対
す
る
侵
害
と
評
価
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
。

そ
こ
で
、
「
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
は
、
抵
当
権
に
対
す
る
侵
害
が
生
じ
な
い
よ
う
抵
当
不
動
産
を
適
切
に
維
持
管
理
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
、
「
右
状
態
が
あ
る
と
き
は
、
抵
当
権
の
効
力
と
し
て
、
抵
当
権
者
は
、
抵
当
不
動
産
の
所
有

者
に
対
し
、
そ
の
有
す
る
権
利
を
適
切
に
行
使
す
る
な
ど
し
て
右
状
態
を
是
正
し
抵
当
不
動
産
を
適
切
に
維
持
又
は
保
存
す
る
よ
う
求
め
る
請

求
権
を
有
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
し
た
が

っ
て
、
「
抵
当
権
者
は
、
右
請
求
権
を
保
全
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
民
法
四
二
三
条
の
法

意
に
従
い
、
所
有
者
の
不
法
占
有
者
に
対
す
る
妨
害
排
除
請
求
権
を
代
位
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
す
る
。

さ
ら
に
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
「
第
二
者
が
抵
当
不
動
産
を
不
法
占
有
す
る
こ
と
に
よ
り
抵
当
不
動
産
の
交
換
価
値
の
実
現
が
妨
げ
ら
れ
抵

当
権
者
の
優
先
弁
済
請
求
権
の
行
使
が
困
難
と
な
る
よ
う
な
状
態
が
あ
る
と
き
に
は
、
抵
当
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
と
し
て
、
抵
当
権
者

が
右
状
態
の
排
除
を
求
め
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

こ
の
大
法
廷
判
決
に
は
、
「
執
行
妨
害
の
実
態
を
直
視
し
た
意
義
深
い
判
決
」
、
「
債
権
回
収
の
円
滑
化
に
資
す
る
待
望
の
判
決
」
、
「
執
行
妨

孵
的 へ
¨
同
嚇
「
い
期
注
筆
藤
彙
一
Ｍ

力ゝ 迎
け
」
｛

極
「は

哨
議
ｍ
漱
噺
刹
は
辞
」
方
を
破
る
画
期
的
な
判
決
」
、
「抵
当
権
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
画

注

（１
）
最
二
小
判
平
成
六

・
三
・
二
五
判
時

一
五
〇

一
号

一
〇
七
頁
。
但
し
、
私
見
は
、
対
抗
要
件
消
滅
説
に
与
す
る
。
拙
稿

「詐
害
的
短
期
賃
貸
借
の
解



除
判
決
後
に
お
け
る
賃
貸
人
か
ら
の
明
渡
請
求
」
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
九
九
五

〈下
〉
四
〇
頁
。

（２
）
滝
沢
孝
臣

「最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」
曹
時
四
五
巻
九
号

（
一
九
九
二
年
）

一
五

一
頁
。

（３
）
近
江
幸
治

・
高
裁
民
法
判
例
研
究

（名
古
屋
高
裁
昭
五
九

・
六

・
二
七
）
法
時
五
七
巻
九
号

（
一
九
八
五
年
）
九
四
頁
。
同
趣
旨
、
平
井

一
雄

・
高

裁
民
法
判
例
研
究

（東
京
高
裁
昭
六
〇

・
八

・
二
七
）
法
時
五
八
巻
七
号

（
一
九
八
六
年
）

一
一
九
頁
等
。

（４
）
内
田
貴

「抵
当
権
と
短
期
賃
貸
借
」
民
法
講
座
３

（
一
九
八
四
年
）
二

一
〇
～
二

一
一
頁
。

（５
）
椿
寿
夫

「抵
当
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
へ
の
道
―
併
用
賃
借
権
お
よ
び
短
期
賃
貸
借
と
の
関
連
で
―
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
九
六
三
号

（
一
九
九
〇
年
）

九
九
～

一
〇
〇
頁
。

（６
）
中
野
貞

一
郎

「民
事
執
行
に
お
け
る
実
務
と
学
説
―
競
売
不
動
産
上
の
妨
害
賃
貸
借

へ
の
対
応
―
」
司
法
研
修
所
論
集
九
八
号

（
一
九
九
七
年
）

一

三
二
頁
。

（７
）
中
野

・
前
掲
論
文

一
三
六
頁
。

（８
）
金
融
法
務
事
情

一
五
六
六
号

（
一
九
九
九
年
）

一
八
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
た
論
稿
タ
イ
ト
ル
。
順
次
、
今
井
和
男

・
山
崎
哲
央
、
岡
本
雅
弘
、
中
原

利
明
、
堀
龍
児
、
吉
田
光
碩
。

Ⅲ
　
抵
当
権

の
法
的
性
質
と
占
有
排
除
効

一　
不
法
占
有
と
抵
当
権
侵
害

「第
二
者
が
抵
当
不
動
産
を
権
原
に
よ
り
占
有
し
又
は
不
法
に
占
有
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
抵
当
権
が
侵
害
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」？
抵
当
権
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一九
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と
す
る
最
高
裁
平
成
二
年
判
決
の
判
示
は
、
抵
当
権
侵
害
に
関
す
る
伝
統
的
な
考
え
方
で
あ

っ
た
。

大
審
院
時
代
の
判
例

（大
判
昭
九

ｏ
六
。
・
一
五
民
集

一
三
巻

一
一
六
四
頁
）
で
あ
る
が
、
同

一
不
動
産
上
の
無
効
な
抵
当
権
の
実
行
に
よ

る
競
落
人
に
よ
る
引
渡
命
令
を
得
る
こ
と
が
抵
当
権
の
侵
害
と
な
ら
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
抵
当
権
の
本
質
を
説
く
。
「抵
当
権

ハ
其
ノ

設
定
者
力
占
有
ヲ
移
サ
ス
シ
テ
債
権
ノ
担
保

二
供
シ
タ
ル
不
動
産

二
付
他
ノ
債
権
者

二
先
チ
テ
自
己
ノ
債
権
ノ
弁
済
ヲ
受
ク
ル
一
ノ
価
格
権
タ

ル
ニ
止

マ
リ
抵
当
不
動
産
ノ
使
用
収
益

ハ
勿
論
其
ノ
占
有
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
モ
包
含
セ
サ
ル
カ
故

二
縦
令
何
人
カ
カ
無
権
原

二
当
該
不
動
産
ヲ
占

有
シ
其
ノ
使
用
収
益
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
テ
之
力
為
メ
例

ヘ
ハ
抵
当
物
ヲ
損
壊
シ
其
ノ
価
格
ヲ
低
減
ス
ル
虞
ア
ル
カ
如
キ
場
合
ヲ
外
ニ
シ
テ
抵
当
権

ハ
何
等
増
損
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
」
が
な
い
。

学
説
に
お
い
て
も
、
抵
当
物
件
の
交
換
価
値
を
抵
当
権
の
本
質
と
捉
え
る
我
妻
説
は
、
「
こ
の
交
換
価
値
そ
の
も
の
を
減
損
し
、
或
は
そ
の

正
当
な
る
交
換
価
値
を
抵
当
権
者
が
把
握
す
る
こ
と
に
対
し
て
妨
害
を
加
ふ
る
も
の
は
、
即
ち
抵
当
権
の
侵
害
で
あ
る
」
と
し

（
こ
れ
を
抵
当

権
侵
害
の
積
極
的
な
範
囲
と
す
る
）
、
他
方
、
「
抵
当
権
の
支
配
権
能
は
物
の
使
用
価
値
に
直
接
交
渉
を
有
し
な
い
。
抵
当
権
者
は
自
ら
目
的
物

を
使
用
収
益
す
る
に
付
い
て
干
渉
を
加

へ
得
な
い
。
故
に
交
換
価
値
に
影
響
を
与
え
る
が
如
き
使
用
価
値
の
減
損
あ
れ
ば
格
別
、
単
に
使
用
収

益
を
何
人
が
為
す
か
、
又
目
的
物
件
の
占
有
が
不
法
な

”
絆
と
い
う
ゃ
ぅ
な
こ
と
は
決
し
て
抵
当
権
の
侵
害
と
直
接
の
関
係
を
持
ち
得
な
い
」

（
こ
れ
を
抵
当
権
侵
害
の
消
極
的
な
限
界
と
す
る
）
と
説
く
。

な
お
、
短
期
賃
貸
借
の
解
除
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
こ
の
本
質
を
抵
当
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
の

一
形
式
と
み
る
も
の
の
、
解
除
に
伴
う
賃

（２
）

貸
借
登
記
の
抹
消
請
求
に
は
触
れ
る
が
、
抵
当
権
者
の
明
渡
請
求
に
は
言
及
が
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
平
成

一
一
年
の
最
高
裁
大
法
廷
判
決
は
、
第
二
者
が
抵
当
不
動
産
を
不
法
占
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
り

「
抵

当
不
動
産
の
交
換
価
値
の
実
現
が
妨
げ
ら
れ
抵
当
権
者
の
優
先
弁
済
請
求
権
の
行
使
が
困
難
と
な
る
よ
う
な
状
態
が
あ
る
と
き
は
」
、
こ
れ
が

抵
当
権
侵
害
と
な
る
こ
と
を
認
め
た
。
た
だ
、
「
競
売
手
続
の
進
行
が
害
さ
れ
適
正
な
価
額
よ
り
も
売
却
価
額
が
下
落
す
る
恐
れ
が
あ
る
」
と

い
う
こ
と
が
例
示
で
あ
る
た
め
に
、
不
法
占
有
に
よ
る
抵
当
不
動
産
の
交
換
価
値
の
減
額
が
当
然
に
要
件
と
な

っ
て
は
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。



し
た
が

っ
て
、
優
先
弁
済
権

の
前
提

で
あ
る
抵
当
不
動
産

の
交
換
価
値

の
実
現
＝
換
価
手
続
き

（権
能
）

に
対
す
る
妨
害
が
抵
当
権

の
侵
害
と

し
て
観
念
さ
れ
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。

（３
）

そ
こ
で
、
右
大
法
廷
判
決
は
、
別
に
解
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
不
法
占
有
が
直
ち
に
抵
当
権
侵
害
と
な
る
と
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま

た
、
占
有
の
権
原
の
有
無

・
種
類
で
は
な
く
、
む
し
ろ
占
有
の
状
態
が
換
価
手
続
き

（権
能
）
を
妨
害
す
る
以
上
、
こ
れ
が
抵
当
権
の
侵
害
と

解
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
執
行
妨
害
を
目
的
と
す
る
短
期
賃
貸
借
に
お
い
て
も
、
こ
れ
の
解
除
判
決
を
得
る
こ
と
が
必
須
と
い
う
こ
と
で
も

な
く
、
ま
た
、
長
期
賃
貸
借
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
占
有
の
状
態
如
何
で
は
、
抵
当
権
侵
害
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

東
京
高
裁
平
成

一
三
年

一
月
二
〇
日
判
決

（金
法

一
六
三
二
号
四
六
頁
）
は
、
長
期
賃
貸
借
の
場
合
で
あ
る
が
、
最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法

廷
判
決
を
踏
ま
え
、
解
除
判
決
を
要
件
と
す
る
こ
と
な
く
、
無
権
原
占
有
と
い
え
な
い
場
合
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
占
有
を
抵
当
権
の
不
法
な
侵

害
と
し
て
抵
当
権
に
基
づ
く
明
渡
請
求
を
な
し
う
る
と
し
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
第
二
者
の
占
有
が
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
の
承
諾
の
も
と
に
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
占
有
が
権
原
の
な
い
占
有
と
は
い

え
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
占
有
の
属
性
や
占
有
の
態
様
な
ど
が
、
買
受
希
望
者
に
、
買
い
受
け
た
後
の
占
有
者
な
ど
と
の
ト
ラ
ブ
ル
を
予
想
さ

せ
、
買
受
け
を
進
巡
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
占
有
に
関
す
る
状
況
が
、
買
受
希
望
者
の
当
該
不
動
産
の
価
額
に
対
す
る
評
価
を
不
当
に
低

下
さ
せ
、
そ
の
結
果
適
正
な
価
額
よ
り
も
売
却
価
額
を
下
落
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
抵
当
不
動
産
の
交
換
価
値
の
実
現
が
不
法
に

妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
も
ま
た
、
抵
当
権
の
優
先
弁
済
請
求
権
の
行
使
が
不
法
に
侵
害

（４
）

さ
れ

て
い
る
も

の
と
い
う

べ
き
で
あ
る
」
。

二
　
代
位
請
求
と
被
保
全
債
権

代
位
請
求

に
よ
り
抵
当
権

の
占
有
排
除
効
を
根
拠
づ
け
る
場
合

に
は
、
そ
の
代
位
原
因

で
あ
る
被
保
全
債
権
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が
核

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」
？
抵
当
権
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一



一一一二

法
政
研
究
六
巻
三

・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

心
と
な
る
。
最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法
廷
判
決

で
は
、
第

一
審

（名
古
屋
地
判
平
成
七

・
一
〇

・
一
七
金
商

一
〇
六

一
号
六
頁
）
及
び
原
審
判

決

（名
古
屋
高
判
平
成
八

・
五

・
二
九
金
商

一
〇
六

一
号
三
頁
）
が
こ
れ
を

「
被
担
保
債
権
」
と
し
た
が
、

こ
れ
に
与
み
す
る
こ
と
な
く
、
抵

当
権
の
侵
害
と
さ
れ
る
状
態
を

「
是
正
し
抵
当
不
動
産
を
適
切
に
維
持
又
は
保
存
す
る
よ
う
求
め
る
請
求
権
」
な
る
請
求
権

（奥
田
補
足
意
見

で
は
、
「
担
保
価
値
維
持
請
求
権
し

が
あ
み
だ
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
、
こ
の
抵
当
不
動
産
の
適
切
な
維
持

ｏ
保
存
を
求
め
る
請
求
権
の
根
拠
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
は
、
抵
当
権
に

対
す
る
侵
害
が
生
じ
な
い
よ
う
抵
当
不
動
産
を
適
切
に
維
持
管
理
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
か
、
「
抵

（５
）

当
権
の
効
力
と
し
て
」
と
判
示
す
る
に
と
ど
ま
り
、
「
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
」。

と
は
い
え
、
右
の
判
示
か
ら
、
抵
当
不
動
産
が
第
二
者
に
移
転
し
て
い
る
場
合
に
も
、
被
保
全
債
権
を
抵
当
権
の
被
担
保
債
権
と
す
る
場
合

と
は
異
な
り
、
抵
当
権
者
は
第
二
取
得
者
に
対
し
て
適
切
に
維
持

・
保
存
を
求
め
る
請
求
権
を
有
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
抵
当
不
動
産
の
所

有
者
が
物
上
保
証
人
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
抵
当
不
動
産
の
適
切
な
維
持

・
保
存
請
求
権
は
、
抵
当
権
設
定
契
約
に
基
づ

い
て
発
生
す
る
物
権
的
な
性
質
を
も

っ
た
請
求
権
と
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
請
求
権
は
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
に
対
す
る
抵
当
不
動
産
の
適
切
な
維
持

・
保
存
請
求
権
を
根
拠
に
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
以

外
の
第
二
者
に
対
し
て
、
そ
の
抵
当
権
侵
害
行
為
を
排
除
す
る
に
は
、
確
か
に
代
位
請
求
の
方
法
を
採
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
右
大
法

廷
判
決
が
、
「
な
お
書
き
」
で
認
め
た
抵
当
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
と
し
て
、
「第
二
者
が
抵
当
不
動
産
を
不
法
占
有
す
る
こ
と
に
よ
り

抵
当
不
動
産
の
交
換
価
値
の
実
現
が
妨
げ
ら
れ
抵
当
権
者
の
優

（
先
勢
済
請
求
権
の
行
使
が
困
難
と
な
る
よ
う
な
状
態
」
の
排
除
を
求
め
る
こ
と

を
認
め
る
以
上
、
こ
の
代
位
請
求
は
、
い
か
に
も

「
迂
遠
な
方
法
」
で
あ
る
。

ま
し
て
や
、
抵
当
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
が
、
物
権
的
請
求
権
と
し
て
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
以
外
の
第
二
者
に
対
し
て
の
み
な

ら
ず
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
観
念
さ
れ
る
な
ら
一面
）ヽ

こ
れ
と
別
に
抵
当
不
動
産
の
適
切
な
維
持

・鎌
玲
請
求
権
な
る

請
求
権
が
構
成
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
抵
当
権
に
基
づ
く
物
権
的
請
求
権
に
包
含
さ
せ

て
さ
し

っ
か
え
な
い
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に



剛製
卜
鋤
蛎
鰤
嘲
鶴
ピ
酬驀
淋爾
条
予
ば』
嘲
耐
胸
猛
押
纂
嵩
無
卸鑢
』
冒
鋤

な
い
。

〓
一　
抵
当
権
者

へ
の
明
渡
請
求

１
　
抵
当
権
者
の
占
有
の
性
質

最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法
廷
判
決
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
抵
当
権
者
が
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
に
対
し
て
有
す
る
抵
当
不
動
産
を
適
切
に

維
持
又
は
保
存
す
る
よ
う
求
め
る
請
求
権
の
代
位
行
使
に
よ
り
抵
当
権
者
自
身

へ
の
明
渡
し
ま
で
認
め
た
。
こ
の
場
合
、
抵
当
権
者
は
、
法
廷

意
見
に
よ
れ
ば
、
抵
当
不
動
産
所
有
者
の
た
め
に
目
的
不
動
産
を

「管
理
す
る
こ
と
を
目
的
」
と
す
る
と
さ
れ
、
奥
田
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、

こ
れ
を

「
管
理
占
有
」
と
す
る
。

も

っ
と
も
、
抵
当
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
に
お
い
て
、
抵
当
権
者

へ
の
明
渡
し
を
請
求
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
右
妨
害
排
除
請
求
に

抵
当
権
者
が
抵
当
不
動
産
を
占
有
す
る
こ
と
が
権
利
の
内
容
と
し
て
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
は
た
し
て
同
様
の
結
論
に
な
る
の

か
、
奥
田
裁
判
官
は
、
「
抵
当
権
が
自
己

へ
の
明
渡
し
を
請
求
し
う
る
の
か
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
者

へ
の
明
渡
し
を
請
求
し
得
る
に
と
ど
ま

る
の
か
は
、
更
に
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る
」
と
慎
重
な
言
い
回
し
を
さ
れ
て
い
る
が
、
抵
当
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
要
件
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
む
し
ろ
積
極
的
に
解
す
る
見
解
な
ど
、
分
か
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
債
権
者
代
位
権
の
行
使
に
さ
い
し
て
、
代
位
債
権
者

へ
の
払
渡
し
や
引
渡
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
所
有
者
が
受
領
を
拒
み
、

又
は
所
有
者
に
お
い
て
受
領
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
事
情
の
存
在
が
あ
る
こ
と
が
、
実
質
的
な
理
由
と
な

っ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

場
合
、
金
銭

（大
判
昭
和

一
〇

・
三

・
一
二
民
集

一
四
巻
四
八
二
頁
ほ
か
）
に
せ
よ
、
建
物

（最
二
小
判
昭
和
二
九

・
九

・
二
四
民
集
八
巻
九

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」？
抵
当
権
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬
二



三
四

法
政
研
究
六
巻
三

・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）

号

一
六
五
八
頁
ほ
か
）
に
せ
よ
、
給
付
物
の
最
終
的
な
受
領
者
が
代
位
債
権
者
自
身
で
あ
（る．．
に

と
こ
ろ
が
、
抵
当
権
者
は
、
自
ら
買
い
受
け
る

の
で
な
い
か
ら
最
終
受
領
者
で
は
な
く
、
奥
田
補
足
意
見
が
指
摘
す
る

「抵
当
不
動
産
の
所
有
者
が
受
領
を
拒
み
、
又
は
所
有
者
に
お
い
て
受

領
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
と
い
っ
た
事
情
」
の
存
在
が
あ
る
に
せ
よ
、
従
前
の
類
型
と
お
な
じ
に
は
扱
え
な
い
。

ま
し
て
や
、
抵
当
権
者
は
、
抵
当
不
動
産
の
占
有
権
原
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
に
抵
当
不
動
産
を
占
有
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
理
論
的
根
拠
は
、
必
ず
し
も
明
快
で
は
な
い
。

最
高
裁
平
成
三
年
判
決
は
、
抵
当
権
の
非
占
有
担
保
と
し
て
の
性
質
に
つ
い
て
、
抵
当
権
は
、
「抵
当
不
動
産
を
占
有
す
る
権
原
を
包
含
す

る
も
の
で
は
な
く
」
と
か
、
「抵
当
権
者
は
、
抵
当
不
動
産
の
占
有
関
係
に
つ
い
て
干
渉
し
得
る
余
地
は
な
い
」
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
い

る
。
他
方
、
最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法
廷
判
決
で
は
、
「抵
当
権
者
は
、
原
則
と
し
て
、
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
が
行
う
抵
当
不
動
産
の
使
用

爵
ダ
釉

髪
誕
義

委
偉
ぃ智
縄
討
」』筑
渥
鰐
ざ却嘲て。嘲硫̈
孵

Ｚ
り
。し

た
が

っ
て
、
抵
当
権
者
が
抵
当
不
動
産
の
明
渡
し
を
受
け
て
も
、
自
ら
抵
当
不
動
産
の
使
用

・
収
益
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、
抵
当
権
ド

グ

マ
に
矛
盾
す
る
結
果
に
は
な
ら
な
い
し
、（・４「Ⅵ
当
権
ド
グ

マ
を
克
服
し
た（
」‐３
）と

も
い
え
る
。
ま
た
、
非
占
有
担
保
と
い
う
性
質
は
、
か
か
る

一
［
［
〕
』
『
［
¨

実 当
「¨

中
前 ‐こ と

ぃ
一
¨
一
¨
軒
一
¨

産
「

ぅ
¨
¨
¨
¨
¨
一
け
¨

一
鋤
寵
嘲
け

も
（
手

嚇
鵡
¨
翻
岬
】

‐こ 進
晰
機
７
保
す
る
た
（昴

、）
言
い
換

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
役
割

・
機
能
は
、
本
来
、
執
行

ｏ
換
価
手
続
の
準
備
と
し
て
整
備
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

２
　
執
行
妨
害
と
保
全
処
分



競
売
不
動
産
を
不
法
に
占
拠
す
る
な
ど
の
執
行
妨
害
行
為
の
予
防

・
排
除
に
つ
い
て
、
そ
の
中
核
的
な
役
割
を
担

っ
て
き
た
の
は
、
売
却
の

た
め
の
保
全
処
分

（民
執
五
五
条
）
と
し
て
の
、
「
不
動
産
の
価
格
を
著
し
く
減
少
す
る
行
為
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
」
（価
格
減
少
行

誂
奮
）
に
対
す
る
禁
止
命
令
又
は

「
一
定
の
行
為
」
命
令
、
さ
ら
に

「
不
動
産
に
対
す
る
占
有
を
解
い
て
」
執
行
官
に
保
管
さ
せ
る
命
令
で
あ

っ

た
。も

っ
と
も
、
売
却
の
た
め
の
保
全
処
分
の
相
手
方
が

「債
務
者
」
に
限
定
さ
れ
た
た
め
、
第
三
者
の
不
動
産
占
有
に
よ
る
執
行
妨
害
に
対
処

で
き
ず
、
こ
れ
が
平
成
八
年
の
民
事
執
行
法
の
改
正
に
よ
り
、
「債
務
者
又
は
不
動
産
の
占
有
者
」
に
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
「特
別
の
事
情

が
あ
る
と
き
に
は
」
右
の
禁
止

・
行
為
命
令
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
な
く
執
行
官
保
管
命
令
が
発
し
う
る
も
の
と
さ
れ
た
。

こ
の
売
却
の
た
め
の
保
全
命
令
は
、
こ
れ
が
競
売
の
申
立
て
と
同
時
あ
る
い
は
そ
れ
以
降
で
な
い
と
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
抵
当

権
者
が
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
に
抵
当
権
実
行
通
知

（民
三
八

一
条
）
を
し
淡
除
の
考
慮
期
間
の
経
過
を
ま

っ
て
競
売
を
申
立
て
を
す
る

ま
で
の
間
に
、
不
動
産
の
価
格
を
著
し
く
減
少
す
る
よ
う
な
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
、
平
成

八
年
の
民
事
執
行
法
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
の
が
、
不
動
産
競
売
の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分

（民
執

一
八
七
条
の
一
し

で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
禁
止

・
行
為
命
令
の
申
立
て
権
者
は
、
不
動
産
に
つ
い
て
抵
当
権
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者

（担
保
権
実
行
者
）
で
あ
る
か
ら
、
被
担
保

債
権
の
弁
済
期
は
到
来
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
抵
当
権
の
実
行
通
知
は
必
要
と
し
な
い
。

右
の
売
却
の
た
め
の
保
全
処
分
は
、
そ
の
内
容
が
禁
止

・
行
為
命
令
や
執
行
官
保
管
で
あ
る
が
、
買
受
け
の
申
出
を
し
た
差
押
債
権
者
に
競

売
不
動
産
を
保
管
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
保
全
処
分

（民
執
六
八
条
の
二
）
が
平
成

一
〇
年
の
民
事
執
行
法
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
て
い

ＺＯ
。こ

の
保
全
処
分
は
、
い
わ
ゆ
る
占
有
屋
の
存
在
に
よ
り
、
売
却
を
実
施
し
て
も
買
受
け
の
申
出
が
な
か

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
買
受
人
に
対

抗
で
き
な
い
占
有
者
が
、
「
不
動
産
の
売
却
を
困
難
に
す
る
行
為
を
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
」
と
い
う
他
の
保
全
処
分
よ
り
緩
や

か
な
要
件
が
あ
れ
ば
、
次
回
の
売
却
で
確
実
な
競
落
を
条
件
と
し
て
、
差
押
債
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
占
有
者
の

「
不
動
産
に
対
す
る
占
有
」

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」？
抵
当
権
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
五
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四
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〇
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一一一エハ

を
解

い
て
執
行
官

（執
行
官
保
管
型
）
又
は
申
立
人

で
あ
る
差
押
債
権
者

（債
権
者
保
管
型
）
に
保
管
さ
せ
る
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
差
押
債
権
者
に
よ
る
保
管
を
認
め
た
こ
と
で
、
差
押
債
権
者
は
、
保
管
状
態
を
利
用
し
て
、
売
却
促
進
の
た
め
に
、
例
え
ば
、

目
的
物
件
で
あ
る
不
動
産
の
買
受
け
の
申
出
を
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
者
征
い
事
前
に
不
動
産
の
内
部
を
見
る
機
会
を
与
え
る
な
ど
し
て
、

よ
り
安
心
し
て
買
受
け
の
申
出
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

一
薇
「

あ
（
想

燎
『
れ
て
い
た
。
ま
た
、
自
己
競
落
を
辞
さ
な
い
債
権
者
に
と
っ
て
極
め
て

有
効
な
占
有
屋
対
策
と
な
る
と
の
評
価
が
な
さ
れ
た
と

，

し
か
し
、
こ
の
保
全
処
分
の
利
用
状
況
は
全
く
芳
し
く
な
い
。
差
押
債
権
者
に
お
い
て
、
不
売
の
場
合
に
は
自
ら
買
い
受
け
る
こ
と
を
覚
悟

し
、
売
却
代
金
に
相
当
す
る
保
証
を
提
供
し
な
け
れ
ゴ
棘
ら
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
債
権
者
保
管
型
に
お
い
て
は
、
不
動
産
の
管
理
の
負
担
と

責
任
を
敬
遠
す
る
な
ど
、
そ
の
原
因
が
指
摘
さ
れ
て
い
る２０
に

注

（１
）
我
妻
栄

・
福
島
正
夫

「抵
当
権
判
例
法

（二
と

法
時
七
巻
二
号

（
一
九
二
五
年
）

一
五
〇
頁
。

（２
）
我
妻

・
福
島

・
前
掲
論
文
二
五
頁
。

（３
）
生
熊
長
幸

『執
行
妨
害
と
短
期
賃
貸
借
』
二
〇
〇
〇
年
、
四
四
九
頁
。

（４
）
お
な
じ
く
長
期
賃
貸
借
の
事
例
で
あ
る
が
、
東
京
地
判
平
成

一
二
・
一
一
・
一
四
金
法

一
六
〇
二
号
六
四
頁
は
、
民
法
二
九
五
条
但
書
の
類
推
適
用

に
よ
る
解
除
判
決
の
確
定
を
条
件
と
し
て
、
抵
当
権
に
よ
る
妨
害
排
除
請
求
権
に
基
づ
い
て
明
渡
請
求
を
な
し
う
る
と
し
て
い
る
。

（５
）
滝
澤
孝
臣

「抵
当
権
者
に
よ
る
抵
当
不
動
産
の
不
法
占
有
者
に
対
す
る
明
渡
請
求
の
可
否
」
金
法

一
五
六
九
号

（二
〇
〇
〇
年
）
九
頁
。

（６
）
生
熊

・
前
掲
書
四
三
二
頁
。

（７
）
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
が
こ
れ
を
物
理
的
に
毀
損
す
る
場
合
、
抵
当
権
者
は
、
こ
れ
を
抵
当
権
侵
害
と
し
て
、
所
有
者
に
対
し
、
そ
の
差
止
め

（不



作
為
）
を
請
求
し
う
る
。
参
照
、
拙
稿

「目
的
物
の
分
離
と
抵
当
権
の
効
力
」
石
田

・
西
原

・
高
木
先
生
還
暦
記
念

『金
融
法
の
課
題
と
展
望
　
下
』

一
九
九
〇
年
、
九
二
頁
以
下
。

（８
）
滝
澤

・
前
掲
論
文

一
〇
頁
は
、
抵
当
不
動
産
の
適
切
な
維
持

・
保
存
請
求
権
を
抵
当
不
動
産
の
担
保
価
値
の
毀
滅
を
防
止
す
る
た
め
に
発
生
す
る
物

権
的
請
求
権
と
し
て
把
握
し
、
こ
れ
を
抵
当
不
動
産
の
所
有
者
以
外
の
第
二
者
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
認
め
、
こ
の
見
地
か
ら
同
様
の
こ
と
を
説

（９
）
滝
澤

・
前
掲
論
文

一
〇
頁
は
、
被
保
全
債
権
を
抵
当
不
動
産
の
維
持

・
保
存
請
求
権
と
捉
え
た
最
高
裁
平
成

一
一
年
の
大
法
廷
判
決
は
、
抵
当
権
そ

れ
自
体
と
捉
え
る
見
解
の
曖
昧
さ
を
補
充
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
同
旨
を
説
く
も
の
と
す
る
。

（１０
）
中
野
貞

一
郎

『
民
事
執
行
法

［新
訂
四
版
ご

一
一〇
〇
〇
年
、
四

一
九
頁
。

（■
）
梶
山
玉
香

「判
例
研
究
」
法
時
七
二
巻
七
号

（二
〇
〇
〇
年
）
七
八
頁
。

（‐２
）
滝
澤

・
前
掲
論
文

一
〇
頁
。

（‐３
）
滝
澤

・
前
掲
論
文

一
〇
頁
。

（‐４
）
中
野

・
前
掲
書
四
二
〇
頁
。

（‐５
）
八
木

一
洋
「最
高
裁
平
成

一
一
年

一
一
月
二
四
日
大
法
廷
判
決
に
つ
い
て
」
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
一
七
四
号

（二
〇
〇
〇
年
）
四
二
頁
。

（‐６
）
生
熊

・
前
掲
書
四
三
六
頁
、
四
三
八
頁
。

（
‐７
）
抵
当
不
動
産
の
売
却

・
代
金
納
付
後
に
は
、
買
受
人
等
の
た
め
の
保
全
処
分

（民
執
七
七
条
）
及
び
引
渡
命
令

（民
執
八
三
条
）
が
認
め
ら
れ
る
。

（
‐８
）
林
道
晴

「不
良
債
権
処
理
の
た
め
の
民
事
執
行
法
及
び
民
事
執
行
規
則
の
改
正
に
つ
い
て
」
判
夕
九
八
六
号

（
一
九
九
九
年
）

一
四
頁
。

（‐９
）
山
本
和
彦

「競
売
手
続
円
滑
化
法
及
び
特
定
競
売
手
続
臨
時
措
置
法
に
つ
い
て
」
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
一
五

一
号

（
一
九
九
九
号
）
七
九
頁
。

（２０
）
畑

一
郎

「東
京
地
裁
に
お
け
る
最
近
の
民
事
執
行
事
件
の
処
理
状
況
」
金
法

一
六

一
六
号

（二
〇
〇

一
年
）

一
一
頁
以
下
、
林
圭
介
他

「大
阪
地
裁

（本
庁
）
執
行
部
に
お
け
る
民
事
執
行
事
件
の
現
状
と
課
題
」
金
法

一
六

一
六
号

（二
〇
〇

一
年
）
二
五
頁
。

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」
？
抵
当
権
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
七
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三
八

Ⅳ
　
お
わ
り
に

最
高
裁
平
成
二
年
判
決
以
降
、
執
行
妨
害
対
策
は
、
二
回
の
改
正
に
よ
り
民
事
執
行
法
に
お
い
て
、
そ
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
。
最
高
裁
平

成

一
一
年
の
大
法
廷
判
決
は
、
抵
当
権
者
の

「管
理
占
有
」
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
先
行
し
た
手
続
法
の
整
備
に
追
い
つ
い
た
と

（
も
い

，
よ

』げ帥箇醜‐こ上］つ保“悧帰［州割̈
嬌「ｒ『師別畔は順ば】製悧臓畔はれ】̈
“｛つ（の“一４れヵゝれに「獅‐こ的師制嘲［』向に「

は
、
執
行
法
上
の
対
応
と
な
ら
ん
で
、
実
体
法
に
よ
る
救
済
が
必
要
と
な
る
と
の
指
摘
は
首
肯
し
う
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
抵
当
権
者

へ
の
明
渡
し
は
、
代
位
請
求
と
物
上
請
求
の
い
ず
れ
の
法
的
構
成
に
せ
よ
、
抵
当
権
の

「非
占
有
担
保
」
の
性

質
か
ら
、
理
論
的
に
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
必
要
性
も
、
抵
当
権
者
の
抵
当
不
動
産
の
管
理
の
負
担
を
考
え
れ
ば
、
果
た
し
て
ど
の
程
度

の
利
用
が
見
込
ま
れ
る
の
か
、
買
受
け
の
申
出
を
し
た
差
押
債
権
者
の
た
め
の
保
全
処
分
の
、
と
く
に
債
権
者
保
管
型
の
利
用
状
況
を
み
る
と
、

疑
問
な
し
と
し
な
（同
に

実
体
法
上
、
抵
当
権
に
基
づ
く
占
有
排
除
効
の
み
で
足
り
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
先
は
、
民
事
執
行

（４
）

法
五
五
条
、　
一
八
七
条

の
二
の
執
行
官
保
管

に

つ
な
げ
て
い
け
ば
十
分

で
あ
ろ
う
。

最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法
廷
判
決
が
、
抵
当
権
侵
害

に
対
す
る
評
価
に

つ
い
て
、
最
高
裁
平
成
三
年
判
決
か
ら
大
き
く
転
換
を
図

っ
た
の
は
、

つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
九
〇
年
代

に
膨
ら
ん
だ
巨
額

の
不
良
債
権

の
回
収

・
処
理
と
い

っ
た
政
策
的
課
題
が
背
景
に
あ
る
と

い
た
」
「
げ

は
級
時
刻
雌
』
″
嘲
哨
魂
薩
感

わ
暁
一秘
「

も 明
嘲
一れ
靴
わ
「

て
は
理
論
的

に
は
説
明
が
困
難
な
、
し
た
が

っ
て
ヽ
「
政
策
的
配
哺

に



注
・（

１
）
大
量
の
事
件
の
迅
速
処
理
の
必
要
、
占
有
関
係

・
権
利
関
係
を
確
定
的
に
判
定
す
る
た
め
調
査
機
関

・
手
続
構
造
の
欠
如
、
当
事
者
恒
定
効
の
不
存

在
な
ど
。
中
野

，
前
掲
書
四

一
七
頁
。

（２
）
松
岡
久
和

「抵
当
目
的
不
動
産
の
不
法
占
有
者
に
対
す
る
債
権
者
代
位
権
に
よ
る
明
渡
請
求

（上
と

Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
八

一
号

（二
〇
〇
〇
年
）
八
頁
以
下
。

（３
）
畑

・
前
掲
論
文

一
四
頁
に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
平
成

一
一
年
大
法
廷
判
決
後
、
執
行
事
件
の
記
録
に
現
れ
る
限
り
で
は
、
そ
の
理
論
が
現
実
に
活
用
さ

れ
て
い
る
様
子
は
窺
わ
れ
な
い
と
い
う
。

（４
）
松
岡

・
前
掲
論
文

（下
）
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
八
三
号

（二
〇
〇
〇
年
）
四

一
頁
。

（５
）
生
熊

・
前
掲
書
四
二
三
頁
。

（６
）
吉
田
克
己

「九
〇
年
代
日
本
法
の
変
容
」
法
時
七
二
巻
九
号

（二
〇
〇
〇
年
）

一
二
頁
。

不
良
債
権
処
理
と
抵
当
権
の
占
有
排
除
効
　
―
「暴
走
す
る
」
？
抵
当
権
―

二
九




